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専
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リ
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す
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外
国
人
専
用
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
病
院
に
お
け
る
応
召
義
務
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
八
年
六
月
、
川
崎
市
に
開
設
の
相
談
の
あ
っ
た
外
国
人
専
用
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
病
院
で
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
日
本

人
に
対
す
る
医
療
や
検
診
は
、
保
険
外
診
療
も
含
め
て
実
施
は
考
え
て
い
な
い
と
、
医
療
法
人
社
団
葵
会
は
川
崎
市
に
回
答
し

て
い
る
と
の
資
料
を
、
厚
生
労
働
省
か
ら
受
け
取
っ
た
の
で
、
以
下
、
一
般
論
と
し
て
質
問
す
る
。

一

お
よ
そ
我
が
国
の
領
土
上
に
設
置
さ
れ
る
病
院
で
、
「
う
ち
は
外
国
人
専
用
で
す
か
ら
」
と
い
う
理
由
、
あ
る
い
は
「
日

本
語
対
応
が
困
難
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、
標
榜
し
て
い
る
診
療
科
に
お
い
て
、
通
常
の
外
来
診
療
時
間
に
お
い

て
、
日
本
国
民
か
ら
診
察
治
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
拒
み
、
外
国
人
患
者
を
優
先
し
て
診
察
治
療
す
る
こ
と

は
医
師
法
上
許
さ
れ
る
の
か
。

二

「
う
ち
は
外
国
人
専
用
で
す
か
ら
」
と
い
う
理
由
、
あ
る
い
は
「
日
本
語
対
応
が
困
難
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
は
、
医
師

法
第
十
九
条
に
い
う
「
正
当
な
事
由
」
に
該
当
し
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


